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はじめに

静岡県教育委員会では、このたび、新たな「静岡県教職員研修指針」を策定いたしま

した。教育基本法の改正や学習指導要領の改訂等の国の動きと、学校評価の実施や教職

員人事評価制度の導入、静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラ

ン」の策定等の県の動きに対応したものです。

「『有徳の人』づくりアクションプラン」では、豊かな人間性や社会性等を身に付け

た「頼もしい教職員」の育成が求められており、その実現に向けて、今まで積み重ねて

きた教育の成果を生かし、改めて全ての教職員が使命を自覚し、目標を持って自己研鑽
さん

に励むことが重要です。

そこで、教職員には、職務の遂行に必要な知識・技能や指導力の向上のため、自らの

教育課題達成に取り組んだ成果を日常の教育活動で実践し、よりよいものにしていくこ

とに努めつつ、学校教育目標達成のため、教科や分掌の違いを越えて、全校体制で課題

を共有し、校内研修を充実させることが求められています。

また、様々な社会状況の変化を踏まえ、教職員のライフステージを見直し、それぞれ

のライフステージに応じた経験段階別研修の連続性と系統性の視点から、改善と充実を

図ることが必要です。

本指針は、このような新たな要請に応える研修体制の整備を推進するものです。本県

の教職員にあっては、これからの「有徳の人」づくりを担う者として、初めて教職員に

なったときの志と、子どもや同僚との関わりの中で得られる達成感や自己有用感を大切

にするとともに、子どもと保護者の期待に応えることができる「頼もしい教職員」とし

て、資質の向上に絶えず努めることを切に期待します。

なお、本指針は、平成 32 年度までの 10 年間を見通しつつ、「有徳の人」づくりアク

ションプランに連動して、弾力的に見直すこととしております。

市町教育委員会や教育関係団体等におかれましても、本指針を御覧いただき、県教育

委員会との一層の連携を進めていただきますようお願い申し上げます。

平成 23 年３月

静岡県教育委員会

教育長 安倍 徹
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第１章 新たな教職員研修指針策定の背景

１ 静岡県の教育課題

(1) 教育を取り巻く時代の潮流

今日、我が国は、少子高齢化、経済・社会の国際化と競争の激化、地球規模の環

境問題、高度情報社会の進展など、これまでになく急激かつ多様に変化しており、

様々な課題への適切な対応が求められている。この変化に対応し、厳しい社会状況

を打開できる人材の育成は、我が国にとって大きな課題であり、その人づくりの根

幹を担う教育の果たすべき役割はますます大きくなっている。

静岡県教育振興基本計画「『有徳の人』づくりアクションプラン」では、今後 10

年間に予想される社会の変化を展望し、これからの教育に何が求められているかを

踏まえ、教育を取り巻く時代の潮流を８つの柱で捉え、次のようにまとめている。

① 少子高齢化の進行
・人口の減少、高齢化の進行などへの適切な対応

・子育て環境の整備と子ども（注１）の教育に係る負担軽減、就労支援等、青年期に焦点を当てた支援の充実

・高齢者の知識や経験を生かした多様な働き方や社会参加による充実した生活を送ることのできる環境整備

② 持続可能な社会への志向
・豊かな環境の保持と持続可能な社会の構築 ・持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進

③ グローバル化の進展と多文化共生社会の形成
・経済のグローバル化 ・外国人県民の社会的自立、地域参画に向けた環境整備

・外国人の子どもへの日本語学習支援や学習環境の整備

④ 知識基盤社会の進展と科学・技術の発展
・新たな分野への開発を推進する人材の育成 ・言語活動と理数教育の充実

・基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力及び主体的に学習に取り組む態度等の育成

⑤ 産業構造の変化と雇用形態の多様化の進展
・ものづくりの技術・技能の円滑な継承 ・６次産業の創出 ・若者が将来に希望を持てる社会の構築

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた取組

⑥ 価値観の多様化と人権文化の広がり
・多様な考え方や生き方を支え合う環境づくり ・人権教育・人権啓発、男女共同参画に関する取組の推進

・共生社会の実現と特別支援教育の推進

⑦ 高度情報社会の進展
・情報通信の利活用 ・個人情報の保護、セキュリティ対策、ネット上の有害情報への対策

・ネットいじめ防止等に関する情報モラルの向上

⑧ 地方分権の進展と新たな社会参画の推進
・地域を基盤としたコミュニティ機能の再生に向けた地域社会づくり

・「民と民の協働」の推進 ・「自助」「共助」「公助」のバランスのとれたよりよい社会づくり

（注１）子ども…幼児、児童、生徒を意味する。また、「児童生徒」という表記は、基本的に小学

校、中学校、高等学校、特別支援学校に在籍している者を示しているが、文脈上校種を

読み替えることもある。
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(2) 静岡県の教育の現状と課題～教職員研修に係る内容について～

「『有徳の人』づくりアクションプラン」では、「『人づくり』2010 プラン後期計

画」及び「第２次静岡県生涯学習推進計画」を踏まえた現状と課題の分析を行って

いる。ここでは、その学校教育の充実の分析から更に考察を深め、教職員研修に係

る内容で、今後の課題として受け止めておきたいものを示す。

ア 「確かな学力」の育成

(ｱ) 現状

・「授業の内容がよく分かる」と答えた児童生徒の割合は、全体的に上昇傾向

にあり、習熟度別指導やその他の少人数指導による個に応じたきめ細かな指

導等、「魅力ある授業づくり」の取組の成果が表れていると考えられる。

・「学校で勉強した内容をもっと詳しく知りたい」と答えた児童生徒の割合は、

それぞれの校種で上昇傾向にあり、学習意欲の向上が見られる。校種別では、

小学校、特別支援学校に比べて、中学校、高等学校は低い状況にある。

※ 「『人づくり』2010プラン後期計画」に関する実施状況調査

○ 数値は「かなり当てはまる」「まあ当てはまる」と答えた児童生徒の割合

・勤労観・職業観を育む学習を実施した学校の割合は、目標が設定されている

校種において、平成 22 年度末の目標値（小 70％以上、中 95％以上、高 85％

以上）を達成している。

・キャリア教育を推進する取組として位置付けられる、小学校における「職場

見学・職場体験」、中学校における「職場体験」、高等学校における「就業体

験」及び特別支援学校における「職場実習」についても、積極的に実施され

ている。

「授業の内容がよく分かる」と答えた児童生徒の

割合(小･中・高・特支)全体

63.6%

65.0%

66.0%

68.0%

71.1%

60%

65%

70%

75%

H17 H18 H19 H20 H21

H17 H18 H19 H20 H21

小学校 83.9% 83.2% 83.9% 85.8% 87.7%

中学校 61.5% 63.8% 63.9% 68.2% 69.2%

高等学校 49.1% 55.3% 56.7% 56.7% 61.6%

特別支援学校 77.4% 69.3% 77.5% 81.8% 87.3%

「学校で勉強した内容をもっと詳しく知りたい」と答え

た児童生徒の割合

62.5%

48.5%

69.6% 69.8%

71.8%

56.9%58.3%

40.6%

44.6%

72.1%

65.7%
67.5%

35%

45%

55%
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小学校 中学校
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・「自分の将来に対する、はっきりとした夢や希望を持っている」「自分には、

よいところがある」と答えた児童生徒の割合は、年齢が上がるにつれて、低

下する傾向にある。

※ 「『人づくり』2010 プラン後期計画」に ※ 「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問

関する実施状況調査 紙

○ 数値は「かなり当てはまる」「まあ当 ○ 数値は「当てはまる」「どちらかといえ

てはまる」と答えた児童生徒の割合 ば当てはまる」と答えた児童生徒の割合

※ 「『人づくり』2010 プラン後期計画」に関する実施状況調査

「自分には、よいところがある」と答えた児童生徒

の割合
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勤労観･職業観を育む学習を実施した学校の割

合
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を持っている」と答えた児童生徒の割合
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(ｲ) 課題

イ 社会性とモラルの育成

(ｱ) 現状

・小学校、中学校の教育活動全体を通して、人への思いやりや生命を尊重する

心、規範意識等を育てるとともに、望ましい人間関係づくりや、社会の一員

として主体的に生きていくための基盤づくり等の取組を行い、道徳性を育ん

でいる。

・「学校のきまりを守っている」「人が困っているときは進んで助ける」と答え

た児童生徒の割合は高いが、「人が困っているときは進んで助ける」と答え

た割合は、「学校のきまりを守っている」と答えた割合よりも10ポイント以

上低い。規範意識は高い状況にあるが、主体的に他者のために行動すること

までは、難しい状況が見られる。

※ 「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙

○ 数値は「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と答えた児童生徒の割合

・学習指導要領(注２）に示された基礎的・基本的な知識及び技能を確実に定着さ

せ、課題解決に必要な思考力・判断力・表現力等を育むために、授業の質を

より一層向上させる必要がある。

・児童生徒の自己肯定感を高めるためには、一人一人の学びを保障するという

理念に基づき、個の実態に応じた授業展開を図ることが必要である。

・少人数指導や習熟度別指導等の効果についての検証の蓄積を生かし、個に応

じた指導方法の工夫改善を図る必要がある。

・小学校から中学校、中学校から高等学校の接続においては、児童生徒の学習

意欲の維持と向上を図る必要がある。

・児童生徒が自然・芸術・技術等の本物に触れ、その道に秀でた人に出会うな

どの豊かな体験を計画的に設定する必要がある。

・児童生徒の発達の段階に応じたキャリア教育推進体制の整備を図り、系統

的な指導計画のもとで、勤労観・職業観を育成していく必要がある。

（注２）学習指導要領…小学校・中学校が平成 20 年に、高等学校・特別支援学校が平成 21

年に告示された。なお、幼稚園は、平成 20 年に幼稚園教育要領が告示された。

「学校のきまりを守っている」と答えた児童生徒の

割合

88.0% 89.0% 90.1%88.3%
89.1% 90.2%
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78.3%76.5% 77.5% 74.9%74.7% 74.4%
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・文部科学省が実施した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」によれば、いじめについては、いじめの定義（注３）の変更と学校の積極

的な取組等によって、認知件数は大幅な増加が見られる。暴力行為の件数は

小学校での増加が顕著である。また、不登校の児童生徒数は、中学校が突出

して高い数値を示している。

・県では、スクールカウンセラー活用事業をはじめ、生徒指導体制の充実に向

けた施策を講じているが、児童生徒の抱える悩みや問題は年々多様化してい

るため、現在の状況が短期間に改善するとは考えにくい状況にある。

※ 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」静岡県

(ｲ) 課題

・社会生活を送るための一般的な常識やマナーを身に付けさせるために、機会

を捉え必要性を教えるとともに、児童生徒が保護者や教職員以外の大人と接

し、共に活動する機会を計画的に設定する必要がある。

・モラルの育成においては、児童生徒が安心して生活できる、望ましい人間関

係をつくるため、自尊感情を育み、他人の気持ちを考えるような指導を行う

必要がある。

・いじめ、暴力行為、不登校等に対しては、家庭、学校、地域、関係機関が連

携を図りながら、地域全体で指導に当たる必要がある。

・道徳教育、生徒指導等の効果的な事例を参考に、社会性とモラルの育成に向

けて、具体的な対策を講じる必要がある。

（注３）いじめの定義…「当該児童生徒が、一

定の人間関係のある者から、心理

的、物理的な攻撃を受けたことによ

り、精神的な苦痛を感じているも

の」とする。なお、起こった場所は

学校の内外を問わない。

いじめの認知件数
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ウ 健康な心と体の育成

(ｱ) 現状

・不登校や心の問題を抱える児童生徒に対する支援として、児童生徒の心理面

への援助、学校・家庭への助言等を総合的に行うスクールカウンセラーを、

小学校、中学校、高等学校に配置している。あわせて、市町教育委員会の適

応指導教室や各種相談機関の活用など、様々な支援体制の充実を図っている。

また、社会福祉等の専門的な知識を有するスクールソーシャルワーカーを配

置し、関係機関等とのネットワークを活用するなど、課題解決への対応を図

っている。しかし、児童生徒の抱える悩みや問題は年々複雑になってきてお

り、長期化するケースも増えている。専門家による支援の必要性は年々高ま

っている状況にある。

・「保健室を含む別室登校」の児童生徒がいた学校の割合は、中学校では減少

してきたが、全体では高い状況が続いている。児童生徒の心身の問題が多様

化・深刻化していることから、養護教諭の役割がこれまで以上に重要視され

ている。

・食に関する指導を行っている学校の割合は、高い数値を示しており、各学校

で食育の必要性を認識していることが伺える。また、学校の教育活動全体を

通じ計画的に食に関する指導が推進されるよう、平成20年度から栄養教諭の

配置が進められている。

※ 「静岡県養護教諭研究会調査」、 ※ 「『人づくり』2010プラン後期計画」

「県高等学校教育研究会養護部会調査」 に関する実施状況調査

・体力の向上に向けた取組として、小学校５年生から高校生まで、特別支援学

校も含め、県下全ての児童生徒を対象に新体力テストを実施している。学校

体育の効果を高めるとともに、「個人記録カード」を配付して自己の体力の

現状を認識させ、体力の向上を図っており、男女共に全国平均を上回る種目

が多く、全国的には高水準である。日常の体力つくりとともに、新体力テス

トを継続的に実施することによって、児童生徒が自己の体力つくりの目標を

「保健室を含む別室登校」の児童生徒がいた学

校の割合
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持って意欲的に取り組むことができるようになってきている。

・児童生徒の体力は、全国的に昭和60年頃から徐々に低下し続けたが、静岡県

においては、近年体力の向上傾向が一部に見られ、新体力テストでは全般的

に全国平均を上回っている。しかし、小学校ではボール投げ、高等学校では

持久走が全国平均を下回っている。児童生徒の体力が低下した背景には、社

会環境や生活様式の変化などにより、日常的に体を動かす習慣が減少したこ

とがある。また、スポーツ少年団（クラブ）や部活動等で積極的に運動する

児童生徒とほとんど体を動かすことのない児童生徒の差が広がるといった二

極化も見られる。

児童生徒の体力・運動能力について

（平成 21 年度新体力テスト 本県・全国種目別平均比較）全国平均との比較 ○上回る、●下回る

種目

性別・学年

握 力

(kg)

上 体

起こし

(回)

長 座

体前屈

(cm)

反 復

横とび

(回)

20m

ｼｬﾄﾙﾗﾝ

(回)

持久走

(分.秒)

50m 走

(秒)

立 ち

幅とび

(ｍ)

( 小 ソ フ ト 、

中・高ハンド)

ボール投げ

(ｍ)

県 ○20.83 ○22.41 ○35.30 ○46.65 ○64.19 ○8.81 ○1.69 ●29.33小

６ 全国 20.16 21.57 34.56 45.41 62.77 8.90 1.65 30.57

県 ○36.16 ○31.17 ○50.14 ○57.22 ○93.14 ●6.12 ○7.48 ○2.16 ○25.02中

３ 全国 35.16 29.46 46.08 54.40 92.80 6.09 7.52 2.10 24.10

県 ○43.44 ○34.06 ○55.87 ○60.46 ●92.38 ●6.12 ○7.08 ○2.36 ○28.68

男

子

高

３ 全国 43.43 32.88 53.05 58.21 95.64 6.05 7.18 2.31 27.86

県 ○20.09 ○20.03 ○40.14 ○43.58 ○50.46 ○9.12 ○1.59 ●17.67小

６ 全国 19.89 19.48 38.91 42.12 48.45 9.23 1.54 17.82

県 ○26.00 ○25.30 ○50.23 ○48.52 ○57.57 ○4.48 ○8.67 ○1.76 ○15.03中

３ 全国 25.36 23.16 46.03 46.26 56.92 4.49 8.69 1.69 14.45

県 ○27.51 ○26.20 ○54.18 ○50.13 ●54.05 ●5.00 ○8.72 ○1.79 ○15.76

女

子

高

３ 全国 27.05 24.62 48.73 47.58 55.31 4.58 8.84 1.72 15.29

※ 学校教育課資料

(ｲ) 課題

・児童生徒の抱える悩みや問題に対し、早期発見・早期対応をするため、養

護教諭、生徒指導担当、スクールカウンセラー等の協力を核にして、学校

体制の更なる充実を図る必要がある。

・心身共に健全な成長のため、「早寝・早起き・朝ご飯」等、食育について、

今後も幼児の段階から家庭や地域と連携した取組を推進する必要がある。

・児童生徒一人一人が、健康の保持増進と体力の向上を図るために、自らの

健康状態と体力を把握し、課題解決に取り組めるようにする必要がある。
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(3) 静岡県の教育の基本目標

「『有徳の人』づくりアクションプラン」では、いつの時代にも教育に求められ

るものを踏まえ、教育を取り巻く時代の潮流及び本県の教育の現状と課題に基づき、

静岡県の教育が目指す基本目標及び施策展開の基本的な考え方を次のように示して

いる。

新たに策定された静岡県総合計画 (平成 23 年２月)では、「富国有徳の理想郷

“ふじのくに”づくり」を基本理念として掲げ、「住んでよし 訪れてよし」「生ん

でよし 育ててよし」「学んでよし 働いてよし」の実現を目指して、「徳のある、

豊かで、自立した」地域づくりを推進している。

「有徳の人」の育成は、まさに「富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくり」の基

盤となる。

＜施策展開の基本的な考え方：縦の接続と横の連携で育む＞

「『有徳の人』の育成」という基本目標を実現するためには、生涯学習の考え方

の下、子どもから大人まで、人生のそれぞれの段階に応じた学びの場の充実を図る

「縦の接続」と家庭、学校、地域や職場の「横の連携」を推進すること、また、人

生を豊かにする文化・スポーツの重要性、更に一人一人の社会参画の大切さに留意

することが必要である。そこで、本県教育の施策展開の基本的な考え方を、「縦の

接続と横の連携で育む」とし、以下の取組を推進する。

基本目標：「有徳の人」の育成

―「有徳の人」とは―

① 自らの資質・能力を伸長し、個人として自立した人

② 多様な生き方や価値観を認め、人との関わり合いを大切にする人

③ 社会の一員として、よりよい社会づくりに参画し、行動する人

―「有徳の人」を育むために―

① 生涯学習社会の基盤づくりを推進します。

② ライフステージに応じた学びを支える「縦の接続」を推進します。

③ 家庭、学校、地域、職場等が互いに学びを支え合う「横の連携」を推進し

ます。

④ 生きがいや生活の潤いをもたらす文化・スポーツを振興します。

⑤ 社会の変化の中で、直面する重要課題に対応した学びを推進します。

―「有徳の人」を目指す静岡県民の姿―

① いつでも、誰でも、どこでも学び続けています。

② それぞれの学びを、互いに支え合い、高め合っています。

③ その成果を、家庭、学校、地域や職場等の生活の場で発揮しています。
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２ 教職員研修の現状と課題

(1) 学校や教職員の研修への取組

ア 現状

・「学校に信頼できる先生がいる」と答えた児童生徒の割合は、近年、全ての校

種で上昇している。これは、各学校及び教職員が「魅力ある授業づくり」や一

人一人に応じたきめ細かな指導等を心掛けた成果であると考えられる。

・「研修を役立てた」と答えた教員の割合は、近年、上昇傾向にある。これは、

校内研修を中心に、それぞれの学校が抱える様々な教育課題、学習指導要領へ

の対応などの取組が充実してきたことによるものと考えられる。

・校外研修の成果については、参加した教職員が学校や地域にその内容を還元す

る時間や機会を十分には持つことができていない、研修等で使用した資料や指

導案等が十分には活用できていないなどの状況が見られる。

※ 学校を取り巻く実態状況調査 教職員意識調査（H19）

○ 数値は、小数点以下第２位を四捨五入したため、合計が 100％にならない場合がある。

○ 数値は「かなり当てはまる」「まあ当て

はまる」と答えた教員の割合

○ 数値は「かなり当てはまる」「まあ当て

はまる」と答えた児童生徒の割合

※ 「『人づくり』2010 プラン後期計画」

に関する実施状況調査

※ 「『人づくり』2010 プラン後期計画」

に関する実施状況調査

「学校に信頼できる先生がいる」と答えた児童生徒の

割合
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還元している どちらともいえない 還元していない
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イ 課題

(2) 静岡県の研修実施機関の研修実施状況

ア 現状

・県教育委員会では、悉皆
しっかい

研修（注５）や推薦研修を計画的に実施するだけでなく、

学校や教職員の希望により参加できる研修の充実を図ってきている。また、研

修プログラムに、協議、事例研究、演習、実習等を設定し、参加型・体験型の

研修を実施してきた。

・「校内研修に積極的に参加している」と答えた教職員の割合は、「校外で行われ

る研修に積極的に参加している」と答えた教職員の割合と比較すると、全ての

校種で 25 ポイント以上高くなっている。教職員は、研修を自己の資質・能力の

向上の場と捉え、校内研修を中心に、積極的に取り組んでいる。一方、校外研

修への参加に消極的である理由として、校外出張による業務遂行時間の減少、

子どもや同僚への配慮、東西に広い静岡県の地理的要因等が考えられる。

・自らの資質・能力や意欲を高めるために、「研修機関の研修を活用して専門性を

高めること」や「進んで自主的な研修に取り組める環境を整えること」が有効

であると答えた教職員の割合は、校種によって差があるものの全体では６割を

超えている。

（注４）ＯＪＴ(On the Job Training)…民間企業等における能力開発技法の一つ。「日常的

な業務を通して、必要な知識や技能、意欲、態度等を意図的、計画的に高めて

いく取組」のことをいう。ここでは学校内における人材育成のための取組とし

て掲げた。

（注５）悉皆
しっかい

研修…当該対象者の参加が義務付けられている研修である。

・教職員は、社会の変化に適切に対応した教育活動を行っていくために、自己の

課題や目標を明確にし、子どもの成長や変容に結び付くよう、資質・能力及び

実践的指導力の向上を図る必要がある。

・教職員は、学校組織の一員としての意識を高く持ち、研修成果を教職員間で共

有するとともに、開かれた学校づくりに努め、必要に応じて保護者、地域等に

も還元して、連携を強めていくことが求められる。

・直接関わる教職員が子ども理解に努めるだけでなく、学校組織としての対応の

質を高める必要がある。

・校長は、個々の教職員の資質・能力の向上及び学校組織の活性化に重点を置

き、ＯＪＴ(On the Job Training) （注４）や各種研修等を生かしながら、学校運

営の改善・充実を図る必要がある。

・校外研修においては、学校や教職員のニーズに十分に応えられるよう、内容の

改善・充実を図る必要がある。

・校内研修においては、テーマや取組について、教職員の共通理解を大切にする

など、校内体制の更なる充実を図る必要がある。
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※ 学校を取り巻く実態状況調査 教職員意識調査（H19）

○ 数値は、小数点以下第２位を四捨五入したため、合計が 100％にならない場合がある。

イ 課題

・学校や教職員のニーズ、今日的課題に的確に対応するため、県教育委員会にお

ける教職員研修の一層の精選と改善・充実を図ることが大切である。あわせ

て、校外研修に積極的に参加できるような環境を整備する必要がある。

・主体的な自己研修や校内研修を支えるために、指導主事による学校や教職員へ

の指導・支援体制を強化するとともに、参考になる学習指導案や教材等を教職

員が共有するためのシステムを構築していく必要がある。

・大学、企業、ＮＰＯ等、専門的な分野での知識・技術を持った機関との連携を

一層推進し、教職員研修の充実を図る必要がある。

教職員の資質や意欲を高めるために、研修機関の研
修を活用して専門性を高めることについて

58.6%

71.0%

25.1%

32.6%

36.7%

25.4%

49.6%

71.1%

13.7%

3.6%

8.8%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

有効である どちらともいえない 有効でない

教職員の資質や意欲を高めるために、進んで自主
的な研修に取り組める環境を整えることについて

80.9%

67.1%

78.1%

26.5%

20.3%

68.8%

27.2%

17.7%

4.7%

5.6%

1.3%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

有効である どちらともいえない 有効でない

「校内研修に積極的に参加している」と答えた教職員
の割合

75.1%

67.1%

56.0%

78.6%

18.6%

24.3%

29.4%

16.7%

14.6%

4.7%

8.6%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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高等学校

特別支援学校

積極的に参加 どちらともいえない 積極的でない

「校外で行われる研修に積極的に参加している」と答
えた教職員の割合

48.9%

40.0%
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14.0%

24.6%
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14.5%
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積極的に参加 どちらともいえない 積極的でない
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３ 静岡県の研修体系の変遷

県教育委員会では、昭和 52 年度に「静岡県教職員研修総合計画」を策定した。研修

の全体構造を総合的に整理し、数度にわたり研修計画を見直しつつ、教職員の専門職と

しての資質・能力の向上を図るための研修実施に努めてきた。

平成 10 年度には、「静岡県教職員研修指針」を策定し、研修の精選・体系化・一元化

を進め、全ての教職員に等しく研修機会をつくり、経験年数に応じて計画的・体系的に

実施してきた。

平成 15 年度には、「『人づくり』2010 プラン」の策定に連動し、新たな「静岡県教職

員研修指針」を策定した。教職員には、ライフステージに応じた自己の研修ビジョンを

確立し、自らの専門性の向上や得意分野の伸長に積極的に取り組むことを求めるととも

に、研修実施機関においては、教職員の資質・能力に応じたプログラム設定等、研修に

参加しやすいよう改善・充実を図ってきた。

４ 研修改善の方向性

教員免許更新制の導入や学習指導要領の改訂、「『有徳の人』づくりアクションプラ

ン」の策定など、国や県の施策の動向、今日的課題を踏まえた、新たな研修指針の策

定が必要となる。現在、国が公務員の退職年齢の延長を検討していることから、教職

員のライフステージを見直すことも必要である。

教職員一人一人の資質・能力の育成は、ライフステージに応じた、長期的目標に立つ

「経験段階別研修」を土台として進めていくことが重要になる。あわせて、教職員人事

評価制度や学校評価等の導入に対応し、短期的目標に立つ研修も重要になっている。

また、近年大量の定年退職の時期を迎えていることから、学校の教育力の維持のため、

経験豊かな教職員の持つ知識や技能を、次世代を担う教職員に円滑に継承することが不

可欠である。そして、学校と教職員の負担を軽減するために、校外研修の精選と併せて、

学校における研修の改善・充実が求められる。

校内研修においては、ＯＪＴの推進を図り、日常の業務を遂行していく中で、意図

的・計画的・継続的に資質・能力を高めていくことが重要である。

平成 10 年度 研修指針

◎教職経験年数に応じて体系化

・教職経験を５期に分け、それぞれの

段階における課題や研修目的を設定

・研修の種類を「基本研修」「専門研

修」「特別研修」の３つに大別

・各自の課題や必要に応じて、研修計

画を作成し、主体的に研修の選択が

できるよう、研修参加条件を整備

平成 15 年度 研修指針

◎教職員のライフステージに応じて体系化

・「教職員に求められる基本的な資質能

力」、「静岡の教職員に特に必要とされ

る力量」を設定

・ライフステージの５期、研修の種類の

３つは踏襲

・研修内容等の見直しを図るため、研修

の重点化と精選に関する観点を設定
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(1) 教職員人事評価制度、学校評価に対応した研修の充実

平成 21 年度から、「教職員の資質・能力及び意欲の向上」「学校組織の活性化」

を図ることを目的とする教職員人事評価制度が導入された。

また、学校教育法（平成 19 年６月）、学校教育法施行規則（平成 19 年 10 月）の

改正により、学校評価における自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果

の設置者への報告に関する規程が新たに設けられた。学校評価は、「学校運営の組

織的・継続的な改善」「信頼される開かれた学校づくり」「教育の質の保障・向上」

を目的としている。

基本的な流れは、

① 校長は、学校の経営理念や学校教育目標を明示し、日頃から教職員とのビジ

ョンの共有化を図る。その上で前年度の学校評価を生かし、学校経営目標を設

定し、今年度の条件整備や運営の方針を明らかにする。

② 学校経営目標の達成に向けて、組織において、研修計画と教職員人事評価制

度のグループ目標を作成する。

③ 教職員は、グループ目標をもとに、今年度、重点的に取り組むべき内容につ

いて、各自の職務分類に沿って自己目標を設定する。

④ 校長は、教職員との面談などを通して、学校運営に参画する意識を確認し、

各自の特性を生かす場で力を発揮することなどを助言する。

⑤ 学校評価及び教職員人事評価制度においては、年度途中に進捗状況を確認の

上、年度末に達成度を評価する。

である。

学校評価や教職員人事評価制度における自己評価と、教職員の資質・能力の向上

との連動を図るためには、学校や教職員一人一人の当該年度における短期的目標の

達成に対応できる研修の充実が必要になってくる。

短期的目標の達成に向けて、教職員の職務遂行能力の向上を図る各種研修や、評

価者の評価能力の向上を図る研修、マネジメント力の向上を図る研修を改善・充実

していくことで、経験段階に応じた教職員の資質・能力の向上を図ることができる

ようにする。

(2) 若手教職員の育成に重点を置いた研修の充実

大量採用期世代の退職、新規採用者の増加により、教職員の世代交代は、今後、

急激に進んでいくことになる。それに伴い、経験豊かな教職員の減少、若手教職員

の増加、中堅教職員の層の薄さを生むことになる。

そのため、優れた教職員の確保はもちろんのこと、若手教職員の育成が今まで以

上に重要な課題となってくる。中堅層の教職員のリーダーシップ育成に加え、採用

から 10 年間を若手の育成期間として捉え、長期的な計画に基づき、若手教職員が、

次世代のリーダーとして学校運営を支えていくことができる力を育成する研修を充

実していく必要がある。
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(3) 経験豊かな教職員に対する研修の充実

教職員の年齢構成では 40 歳代後半以上の割合が高い。また、国が公務員の退職

年齢の延長を検討している。これらを踏まえ、経験豊かな教職員が、より一層職務

に関する専門的知識や幅広い教養を身に付け、学校運営に積極的に参画するととも

に、若手教職員を育成する役割を果たすことを支援するための研修が必要である。

※ 平成 22 年度末教職員の年齢構成 学校人事課資料
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(4) 学校や教職員に期待される役割の多様化に対応した研修の充実

ア 家庭や地域社会からの期待

学校は、地域の実態を踏まえて家庭や地域社会との協力・連携をいかに進めて

いくかということが重要である。家庭や地域社会からの期待に応え、情報提供に

努め、説明責任を果たしながら、協力・連携についての効果的な事例の研究など

を進めていく必要がある。また、教職員が広い視野を備え社会性を向上させるた

めに、様々な社会体験活動が重要である。

「県の教育施策に関する意識調査（平成 21 年）」によると、県の教育において、

「どのような人づくりに期待するか」という問いに対し、「社会のルールを大切

にし、道徳心のある人」と回答した割合が非常に高い。また、学校教育に関して、

「『開かれた学校づくり』に特に必要なことは何か」という問いに対し、「児童生

徒の地域活動への積極的な参加」と回答した割合が高く、「学校の教職員の資質

や姿勢で特に大事だと思うことは何か」という問いに対して、「分かりやすい授

業を行い、子どものやる気を引き出すこと」「悩みを持つ子どもに適切に対応す

ること」「すべての子どもに公平に接すること」と回答した割合が他の回答より

高い。このような県民の意識と、学校や教職員との意識の間に乖離が生じないよ

うに、引き続き相互理解を丁寧に行う必要がある。

イ 学校と家庭や地域社会との協力・連携

学校は、日頃から家庭や地域社会との協力・連携に努め、教育活動を行ってい

る。特に、近年は、学校評価を生かした運営・改善に努めている。今後、更に協

力・連携を進めるための方策として、研修で得た課題に対する解決方法等を学校

にとどまらず、家庭や地域社会に還元していく場を設定していく必要がある。

例えば、学級・学年懇談会、家庭教育学級、学校開放日、地域の行事等の場を

利用し、次のような内容の情報提供を行うことも一つの方法である。

・家庭や地域社会と連携した効果的な生徒指導の事例の紹介

・社会規範の定着を目指し、幼稚園、小学校、中学校の一貫した指導を地域ぐ

るみで行う取組

・携帯電話等のインターネット端末に係る問題や課題に対する児童生徒への指

導と保護者への啓発

※ 県の教育施策に関する意識調査（H21）

これからの静岡県の教育において、学校・家庭・地域が連携して、どのような人づくりをすす

めることを期待しますか。（○は３つまで）
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※ 県の教育施策に関する意識調査（H21）

※ 県の教育施策に関する意識調査（H21）

(5) 今日的課題に対応した研修の充実

ア 国際化をはじめとする社会状況の変化、国や県の施策の動向等を踏まえた課題

に対応する研修

「教育振興基本計画（平成 20 年７月１日閣議決定）」で示されている「我が国

の教育をめぐる現状と課題」並びに、本指針「第１章 １静岡県の教育課題」で

示しているように、社会の大きな変化に伴い、学校教育における課題は、一層複

雑化・多様化している。また、家庭や地域社会からは、学校や教職員に対して、

目に見える教育成果を求める傾向が強まっている。こうした時代背景や社会状況、

国の施策の動向等を踏まえながら、的確・迅速に対応し、今日的課題に対応する

研修を推進していく必要がある。

例えば、次のような内容の研修が考えられる。

・国際化について、教職員の国際感覚を磨くための研修

・多文化共生社会について、日本語学習支援の研修

・ＩＣＴの活用について、電子黒板等の効果的な活用に関する研修

・特別支援教育について、障害の特性を理解し、よりよい支援を行うための研修

・キャリア教育について、校種間の円滑な引継ぎを含めた系統的・継続的な研修

・部活動について、学校教育の一環として効果的な指導に関する研修

・教職員の視野の拡大について、異業種と交流する研修

・コンプライアンスについて、知識理解を深める研修

信頼される学校づくりを進めるために、｢開かれた学校づくり｣を推進しています。さらに推進す

るためには、特にどういうことが必要だと思いますか。(○は３つまで)
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学校の教職員の資質や姿勢で、特に大事だと思うことは何ですか。（○は３つまで）
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イ 学校が抱える課題に対応する研修

校種や学校によって課題は異なる。例えば、小学校、中学校においては、少子

化や学校の小規模化等に伴い、教科研修等の持ち方を工夫する必要がある。高等

学校においては、学校教育目標達成のため、教科や分掌の違いを越えて、全校体

制で課題を共有し、研修を充実させる必要がある。特別支援学校においては、障

害の実態に応じた個別の対応を充実させるための研修が常に求められている。

その一方で、学校教育目標の達成に向けて、研修の方向性を示し、取組の具現

化を図り、確かな実績を積んでいる学校が多数ある。今後は、校種の違いを越え

て、そのような優れた実践や課題解決のための事例を共有していく必要がある。

最近の学校に共通している課題の例としては、地域人材等の教育資源を活用す

るために、日程調整や打ち合わせ等の必要性を教職員は強く感じているものの、

多くの業務を抱え、コーディネーターの役割を十分に果たすことができていない

ことなどが挙げられる。今後は、多忙化解消の取組とともに、メンタルヘルスに

係る研修等を進めながら、心の健康の保持増進を図ることも大切である。

こうした状況を踏まえ、ＯＪＴの推進を図りつつ、校内研修の質を高めるため

の方策、教職員が同僚性に基づく効果的な研修を進めることができる体制づくり

が必要である。

校内研修では、単に教える側の方法論ではなく、子どもの視点に立って問題意

識に働き掛け、一人一人の学びを保障するという理念に基づき、子ども理解を中

心に据えた授業力の向上を図ることが重要である。目に見える成果や即効性が求

められる今日、むしろ不易で教育の本質に立ち返るような研修の重要性が高まっ

ているとも言える。
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第２章 教職員研修の基本的な考え方

１ 教職員に求められる基本的な資質・能力

教職員（注６）は、常に子どもの学びの充実を考え、教育に携わる者としての使命を自

覚し、目標を持って自己研鑽
さん

に励み、職務の遂行に必要な知識・技能や指導力の向上に

努めることが重要である。

国においては、平成 17 年 10 月の中央教育審議会答申「新しい義務教育を創造する」

において、あるべき教師像が示され、優れた教師の条件として、① 教職に対する強い

情熱、② 教育の専門家としての確かな力量、③ 総合的な人間力の３つの要素が重要で

あるとされた。また、平成 18 年７月の中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制

度の在り方について」では、教員を取り巻く社会状況が変化し、学校教育が抱える課題

も複雑化・多様化する現在、教員には、これまで以上に「学びの精神」が強く求められ

ることが示された。そして、このような教員に求められる資質・能力に関する基本的な

考え方は、今後も尊重していかなければならないものである。

国で示されたこの基本的な資質・能力と第１章の内容をもとに、本県における「教職

員に求められる基本的な資質・能力」と研修分類との関連を下の図に示す。

教職員に求められる基本的な資質・能力

いつの時代にも求められる資質・能力

・教育者としての使命感、誇り、倫理観、意欲
・子どもに対する教育的愛情や責任感
・人間の成長、発達についての深い理解

・同僚性を高める対人関係能力

・学習指導、生徒指導等に関する専門的知識や技能及び
実践的指導力

・事務処理を含む業務遂行に関する専門的知識や技能

時代の変化に的確に対応できる資質・能力

・社会状況や子どもの変化などに積極的・主体的に対応
し、課題を解決していく力

・時代の進展に応じて、新たに身に付けるべき知識や技
能等

・教育の最新事情に関する理解

人間として生きるための資質・能力

・豊かな人間性と社会性 ・心身の健康

・課題解決のために判断し、行動する力 ・自己肯定感

・生きるために必要な基礎的知識や技能 ・常に学び続ける意欲

校長、園長

教 員 准校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師等

事務職員 県教育委員会事務局等事務職員、県立学校事務職員、県費負担事務職員等
教職員

学校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員等

（注６）教職員…本指針においては、次のように区分している。

基本研修
・経験段階別研修

・職務別研修

専門研修
・課題別研修
・実践的指導力の発展を

図る研修
・基礎力向上を図る研修

特別研修
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２ 静岡県の「頼もしい教職員」に求める力

「『有徳の人』づくりアクションプラン」には、豊かな人間性や社会性等を身に付け

た「頼もしい教職員」の養成が掲げられている。「頼もしい教職員」の姿及び求める力

は次のとおりである。

「授業力」「生徒指導力」「業務遂行

力」は、明確に区分されるものではな

く、相互に関係し合う。「マネジメン

ト力」は、他の３つの力を支え、教育

に関わる活動全体をコーディネートす

る力である。

右の図は、教職員が経験や職務（注７）

に応じた課題に対して、同僚性を生か

しつつ、各種研修に意欲的に取り組む

ことで、「頼もしい教職員」を目指し、

資質・能力の向上を図ることをイメー

ジしたものである。

○授業力（注８）

・魅力ある授業を実践し、「確かな学力」を育成する。

・各教科等に共通する授業づくり（学習指導）に関わる力の向上を図る。

・各教科等の固有の授業づくり（教科指導）に関わる力の向上を図る。

○生徒指導力

・児童生徒理解を深め、教職員と児童生徒あるいは児童生徒相互が好ましい人間関

係を築く中で、児童生徒が規範意識を高めるとともに、自主的に判断・行動する

ことができるよう働き掛ける。

・児童生徒自らが健康で安全に生活することや、自他の生命を尊重することができる

よう働き掛ける。

・児童生徒が自らの生き方を考え、主体的に進路を選択し、更に卒業後の生活におい

て、勤労による自己実現を図ることができるよう、体系的、継続的に働き掛ける。

※ 幼稚園においては、「授業力」「生徒指導力」を、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」に

関する指導力として読み替える。

（注７）職務…職に応じた任務である。なお、「業務」とは、日常継続して行う仕事である。

（注８）授業力…特に、教員については、総合教育センター作成「授業づくり規準」において、「授

業力（学習指導力・教科指導力）」を支えるものとして「生徒指導力」「マネジメント力」

を示し、それぞれの力は相互に関係し、明確に区分されるものではないとしている。本指

針では、全ての教職員を対象に大きな視点で授業力を示し、「授業づくり規準」の内容を

包含している。

授業力

生 徒

指導力

業 務

遂行力

教育活動に深い理解と熱意を持ち、その職種の専門領域に精通するとともに、

広い視野を備えて業務に取り組む、心身共に健全な教職員
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○業務遂行力

・関係法令を遵守し、適切な事務処理を行うとともに、業務を遂行するためのルール

や仕組みを理解し、責任を持って処理する。

・分掌等の業務を確実に行う。

○マネジメント力

・「授業力」「生徒指導力」「業務遂行力」に関わる内容について、効果的に取り組む

ために、業務の内容を整理したり、進め方を工夫したりするなど、他の教職員と

情報の共有を図りつつ、業務を見直し改善する。

・教職員一人一人が学校運営に参画する意識を持ち、自分の特性を生かして、職務に

応じて求められる企画・運営・改善・連携を行う。

・組織の一員として、上司や同僚と積極的にコミュニケーションを取り、業務を遂行

するとともに、組織の問題点を把握し、改善する。

・広報等による情報発信や学校内外の情報収集を適切に行うことで、保護者や地域等

との信頼関係を築く。

・課題に応じて外部機関等と連携を図り、解決に取り組む。

なお、学校という組織が、異なる職種の相互理解と協力によって成立していることを

踏まえると、理解程度でよいものから実践力が求められるものまで職種によって幅があ

るが、これらの力は、全ての職種において必要とされる力である。

例えば、事務職員は、直接授業を行うことはないが、授業を支援する者として、購入

した教材の活用状況を把握するなど、学習指導や教科指導への理解に努め、自分の業務

と授業との関わりを考える視点から「授業力」が必要である。学校栄養職員等は、給食

を通して児童生徒の健康指導に関わる視点から「授業力」や「生徒指導力」が必要であ

る。このほか実習助手、寄宿舎指導員等においても、児童生徒理解に努め、関係教職員

と情報を共有する視点から「生徒指導力」が必要である。

また、教員にとっては、「授業力」「生徒指導力」等、子どもへの直接的な指導の場面

のほかに、学籍や指導に関する表簿の作成管理、成績処理、物品購入等の手続き、出張

や年休に関する事務手続き、保護者への連絡などの業務を確実に行うための「業務遂行

力」が必要である。
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３ 研修体系の基本構想

(1) 新たな研修体系

教職員の資質・能力の育成には、教職員一人一人が理想とする姿を、長期的目標

として立てるとともに、経験段階ごとに具体的な力を身に付けることを短期的目標

として立て、その実現に向けて研修体制を整えていくことが重要となる。

そこで、本研修指針における研修体系の基本構想図を示す。

【研修体系の基本構想図】

※ 経験段階で示す年数は目安である。基礎期から向上期の 10 年間は、採用年齢に関係なく経

験段階別研修がある。充実期以降については、年齢や経験、職務等を考慮し、区分した。

（注９）新規採用予定者に対する研修…希望者を対象として実施する。

基礎期 向上期 充実期 発展期 深化期 熟練期

１年～ ６年～ 11 年～ 19 年～ 26 年～ 32 年～

経験

段階

（注９）

教職員人事評価制度、学校評価の活用

自主的・主体的な自己研修、校内研修の推進

経 験

段階別

研 修

５年経験者に

対する研修

初任者に
対する
研修

職務別

研 修

特 別 研 修

実 践 的 指 導 力 の 発 展 を 図 る 研 修

専

門

研

修

課 題 別 研 修

基 礎 力 向 上 を 図 る 研 修
基

本

研

修

新規採用
予定者に
対する研修

若手育成の研修

管理職研修

経験豊かな教職員に対する研修

各種主任研修・職に応じた行政職員研修

10年経験者に

対する研修
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(2) 経験段階に応じた研修課題

基礎期 向上期 充実期経験

段階 １年～ ６年～ 11 年～

教
員

学習指導、生徒指導、学級

経営、校務分掌等、教育活動

に必要な基礎的な知識・技術

を習得し、組織の一員として行

動する実践的指導力を身に付

ける。

基礎期の経験をもとに、学

習指導や生徒指導等の専門

的な知識・技術を習得し、広い

視野に立った指導力を向上さ

せる。

向上期の経験をもとに、学

習指導や生徒指導等の専門

的な知識・技術を充実させ、学

年や分掌の運営・経営などに

関する知識・技術を習得し、学

校運営のための企画力と実践

力を身に付ける。研
修
課
題

上
記
以
外
の
教
職
員

職員としての自覚を高め、

基礎的な知識や技能を身に

付ける。

職員として、基礎期の経験

をもとに、職務を円滑に進める

ための協働に関する知識や技

能を身に付ける。

中堅職員としての自覚を高

め、向上期の経験をもとに、職

務に必要な知識や技能を充

実させるとともに、学校教育の

基礎的な知識を身に付ける。

自己課題を明確にし、問題

解決に向けた今後の取組を構

想し実践する力を向上させる。

発展期 深化期 熟練期経験

段階 19 年～ 26 年～ 32 年～

充実期の経験をもとに、学

習指導や生徒指導等の専門

的な知識・技術を発展させ、教

員として求められる多様な経

験を十分に積み、更に校内の

リーダー的な役割を果たす教

員として全校的視野に立った

指導力を向上させる。

発展期の経験をもとに、学

習指導や生徒指導等の専門

的な知識・技術を深化させ、教

員としての高い専門性を発揮

するとともに、学校運営上重要

な役割を担い、学校の教育力

を向上させるための力を充実

させる。

教員としての力量を更に高

めるとともに、豊かな経験を生

かし、他の教職員への助言・

援助など指導的な役割や学校

全体の教育力の向上に貢献

できる力を充実させる。

教
員
・
校
長
・
園
長【主任等の段階】

学校運営・経営などに関す

る知識・技術を習得し、学校運

営のための調整力と推進力を

身に付ける。

【管理職の段階】

学校運営の推進者としての

リーダーシップを発揮し、指導

者ならびに管理者としての力

を向上させる。

【管理職の段階】

学校運営の推進者としての

リーダーの力量を更に高め、

管理者としての力を充実させ

る。

研
修
課
題

上
記
以
外
の
教
職
員

【主査等の段階】

中堅職員としての役割を理

解し、自覚を高め、充実期の経

験をもとに、職務に必要な知識

や技能を発展させる。

リーダーとして、全校的視野

に立ち、組織を機能させるため

のコミュニケーションの重要性

への理解を深め、指導力を充

実させる。

【管理職等の段階】

管理職または管理職を支え

る者としての役割を理解し、自

覚を高め、発展期の経験をも

とに、職務に必要な知識や技

能を深化させる。

リーダーとしての取り組むべ

き課題を明確にして、職務改

善を指導する力を向上させ

る。

【管理職等の段階】

管理職または管理職を支え

る者としての力量を更に高め

る。

リーダーとしての取り組むべ

き課題を明確にして、職務改

善を指導する力を充実させ

る。



23

第３章 教職員研修推進の方策

１ 教職員に求められる力を育成するための研修改善

(1) 長期的目標に立つ研修と短期的目標に立つ研修

ア 長期的目標に立つ研修

・教職員は、自らの理想とする姿を長期的目標として立て、個々のライフステー

ジを見通し、自発的・主体的な研修を構想する。また、校長等の指導・助言に

基づき、各経験段階別研修を核として、計画的・体系的に、資質・能力の向上

に努める。

・校長は、教職員が組織の一員として、現在または将来的に学校運営を支える担

い手となるように、教職員の研修への取組を把握し、指導助言をする。

・研修主管課は、教職員の経験段階別研修を、より効果的に行うために、初任者

研修、５年経験者研修及び 10 年経験者研修をつなぐ研修の充実を図る。また、

10 年経験者研修実施以降の経験段階に応じた研修を新たに必要とするが、その

内容や方法については、教職員の資質・能力の向上に関する方策の見直し等、

今後の国の動向に留意しながら進める。

イ 短期的目標に立つ研修

・教職員は、実践的な力を身に付けることを短期的目標として立て、教職員人事

評価制度における自己目標の達成状況や職務遂行の状況等を把握し、各種研修

等に参加するなどして、自己の資質・能力の向上に努める。

・校長は、教職員の自己目標の達成状況や職務遂行の状況等を把握し、各種研修

の活用を手だてとし、教職員の資質・能力の向上と学校全体の教育力の向上を

目指す。

・研修主管課は、学校や教職員のニーズ、今日的課題等に対応した研修を計画・

実施することに努める。

(2) 自己研修と校内研修の改善・充実

教職員の自己研修と組織的な校内研修の改善・充実を図るとともに、それぞれを

結び付け、計画的に展開させることで、学校教育力の向上につなげる。

ア 自己研修

・教職員は、自己の教育課題や各経験段階別研修の振り返りから、その後の自己

研修計画を構想する。

・校長は、個々の教職員の資質・能力の向上や学校組織の活性化のために、業務

に支障が出ないよう配慮しながら、教職員の研修への参加を計画的に進める。

・研修主管課は、学校や教職員を今まで以上に支援するために、主体的に参加で

きる希望研修の内容及び実施方法の改善・充実を図る。
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イ 校内研修

・教職員は、校内研修を活用して、自己研修の充実につなげる。

・校長は、自校の教育課題に基づき、ＯＪＴの推進を図るとともに校内研修を計

画的に実施し、総合教育センターの学校等支援研修や「教職員研修において講

義等が可能な大学教員の一覧」等を活用し、校内研修を改善・充実させる。

・研修主管課は、校内研修の活性化を支援するために、研修の推進役を養成する

研修や要請訪問（授業支援訪問等）、学校等支援研修の改善・充実を図る。ま

た、優れた学習指導案や教材だけでなく、総合教育センター等で作成した資料

や効果的な校内研修等を展開している学校の事例等についても、データベース

化等を行い積極的に情報提供する。

(3) 県主催の校外研修等の改善・充実

県教育委員会は、「基本研修」「専門研修」「特別研修」の改善・充実に努め、学校

や教職員個々の長期的目標及び短期的目標に立つ研修の双方が効果的に機能する計

画を策定し、「自己研修」「校内研修」がより質の高い効果的な研修となるよう、学

校や教職員を支援する。

さらに、経験豊かな教職員の専門的知識や優れた指導技術等を引き継ぎながら、

各学校等で教職員の資質・能力を高めることができる仕組みの構築に向けた研究を

進める。

ア 基本研修の改善・充実

(ｱ) 経験段階別研修

経験段階別研修は、教職員の経験段階に応じて、職務を遂行する上で必要な

基礎的素養や知識・技術等の習得を図る研修である。

【若手育成の研修】

・採用から 10 年間を若手の育成期間として捉え、「初任者に対する研修」「５

年経験者に対する研修」は「若手育成の研修」として位置付ける。また、

「初任者に対する研修」と「５年経験者に対する研修」の間をつなぐ研修、

「５年経験者に対する研修」と「10 年経験者に対する研修」の間をつなぐ研

修を、対象者の実状に応じて計画する。（教職員）

【初任者に対する研修】

・初任者研修及び他の資質・能力の向上に係る研修の連続性を重視し、研修内

容等の系統性を確立していくことで、初任者研修の日数等の更なる負担軽減

を目指すとともに、複数年で展開するなどの改善に向けて検討を進める。

（教員）

・教職大学院のカリキュラムと初任者研修との重複について考慮し、教職大学

院を修了した初任者の研修内容について検討を進める。（教員）

・職務遂行に必要な基礎的知識や技能の定着を目指し、研修内容の検討を進め

る。（事務職員、学校栄養職員等）
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【５年経験者に対する研修】

・総合教育センター指導主事による「授業支援訪問プログラム」を組み入れた

５年経験者研修については、実施状況や成果を検証し、持続的な授業改善が

図られるよう研修を推進する。（教員）

・職務遂行のために必要な専門的知識や技能の定着を目指し、研修内容の検討

を進める。（事務職員、学校栄養職員等）

【10 年経験者に対する研修】

・10 年経験者研修の校外研修については、教員免許制度の見直し等、国の施策

の動向を踏まえ、必要に応じて基本研修及び選択研修等の見直しを図る。

（教員）

・中堅職員として、主体性を発揮し職務遂行に当たることを目指し、研修内容

の検討を進める。（事務職員、学校栄養職員等）

【経験豊かな教職員に対する研修】

・発展期以降の教職員が更に専門性を高め、若手教職員への指導力を向上させ

るとともに、退職までの自らの職務を全うすることを支援する研修を計画す

る。（教職員）

・中堅教職員が、リーダーとして学校運営のための調整力や推進力を身に付け

るような研修を計画する。（教職員）

【その他】

・新規採用予定者に対する研修については、実施成果の検証をもとに、より効

果的な研修となるよう検討を進める。また、採用前の学校体験についても受

け入れることができる仕組みの研究を進め、新規採用者が自信を持って、職

務に当たることができるよう支援する。（教職員）

・各経験段階別研修における社会体験研修については、「民間企業等における

体験を通しての視野の拡大」「キャリア教育推進やボランティア活動の重要

性への認識」などを目指し、教職員の負担に配慮しながら、より効果的な研

修を実施する。（教員）

・幼児児童生徒の異校種間の接続期において、学習指導及び特別支援教育等に

おける個に応じた指導などに対する的確な支援ができるよう、指導の系統

性・連続性を重視した研修を実施する。（教員）

・事務職員、学校栄養職員等に対する研修については、ニーズを分析し、関係

団体との連携を図りながら実施する。（事務職員、学校栄養職員等）
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(ｲ) 職務別研修

職務別研修は、校長・准校長・副校長・教頭・部主事・主幹教諭・事務長・

統括事務主幹・事務主幹・各種主任等の職務を遂行する上で、必要な専門的知

識・技術等の向上を図る研修である。

【管理職研修】

・総合的な学校経営力を高めるために、管理職に必要な学校管理運営、危機管

理、学校組織マネジメント、教育指導上の課題等についての研修の改善・充

実を図る。

・教職員人事評価制度に対応した評価者研修を通して、評価の客観性、信頼性

の確保及び評価者の評価能力の維持・向上を図る。

【各種主任等研修】

・学校が抱える課題を教職員が解決していくために、組織の一員として積極的

に学校運営に参画する意識、課題を把握し改善していく力、企画・立案する

力等を、今まで以上に身に付けられる研修を実施する。また、それぞれの職

務や経験段階に応じたマネジメント力を段階的に身に付けていけるような体

系的な研修プログラムを設定する。

【行政職員等研修】

・学校経営を支える職員として、職務に応じた専門性を高めるとともに、マネ

ジメント力の向上を図る研修を計画・実施する。

・どの職種も１校あたりの職員が少ないため、限られた研修数で大きな効果が

得られるような内容とする。

イ 専門研修の改善・充実

(ｱ) 課題別研修

課題別研修は、教職員が、社会の変化などに伴い生じてきた様々な教育課題

に積極的・主体的に対応するために、時代が求める新たな資質・能力を身に付

ける研修である。

・総合教育センターは、新たな課題に迅速に対応しながら、常に新しい知識や

技能が提供できる研修プログラムを計画する。また、今後も大学、医療機関、

ＮＰＯ、民間企業等と連携しながら、講師を招聘することにより、内容の専

門性を高め、質の向上を図る。

・関係行政機関や管理職は、教職員が研修で得た今日的課題の解決方法等の成

果を、学校にとどまらず、家庭や地域社会に還元するよう努める。
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(ｲ) 基礎力向上を図る研修と実践的指導力の発展を図る研修

基礎力向上を図る研修は、教職員が、自己の目標達成に向け、基礎的な知識

や技能の習得、振り返り等による指導力の向上を目指す研修である。

実践的指導力の発展を図る研修は、教職員が、自己の目標達成に向け、習得

した専門的な知識や技能の伸長、実践的指導力や課題解決力の向上を目指す研

修である。

・「基礎力向上を図る研修」と「実践的指導力の発展を図る研修」の改善・充

実を図り、個々の教職員の資質・能力やニーズに応えることができる研修を

系統的・体系的に整える。

・学習指導要領を踏まえ、各教科等の指導力の向上と学習活動における言語活

動の充実を図る。また、総合教育センターに教科等の指導主事が集中配置さ

れたことにより、生活、音楽、図画工作／美術、体育／保健体育、家庭／技

術・家庭、道徳、外国語活動／外国語、総合的な学習の時間及び特別活動等

についても、研修の改善・充実を図る。

・総合教育センターは、学校訪問指導の研修に生かすため、市町教育委員会、

教育研究団体、大学等と協力・連携し、研究の充実を図る。

ウ 特別研修の改善・充実

特別研修は、時代の変化に的確に対応した教育を推進するため、教職員を国内

外の学校・研究機関・民間企業等に派遣するなどして、幅広い識見や教養を身に

付けることを図る研修である。

・学校教育を推進する教職員の養成に重点を置き、明確な課題を持って取り組め

る研修とする。

特別研修の例

・長期研修、実務研修 ・青年海外協力隊、日系社会青年ボランティア

・民間企業等長期派遣研修 ・在外教育施設派遣教員

・海外派遣研修 ・大学・大学院派遣、教職大学院派遣

専門研修の例

・学習指導に関する研修 ・マネジメントに関する研修

・特別支援教育に関する研修 ・生涯学習推進に関する研修

・教育の情報化に関する研修 ・行政職に関する研修

・キャリア教育に関する研修 ・各種専門的な指導に関する研修

・生徒指導・教育相談に関する研修
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２ 効果的な研修の取組

(1) 研修評価システムの活用

・研修の目的と目標を明確に設定し、研修内容の妥当性や研修方法の有効性を評価

しやすいものとする。

・研修受講者のアンケート調査等から目標達成度及び内容満足度を把握し、研修内

容等の改善・充実を図る。

・研修受講者の行動変容度・実践活用度及び児童生徒・学校全体に与えた成果等に

関する追跡調査について、更に研究を進め、既存の研修評価の方法等を見直し、

次年度の研修計画に反映できるようにする。

・総合教育センターにおける全体研修と所属校における授業実践等を組み合わせた

研修方法等を検証し、研修成果を確実に把握する。

(2) 研修の精選・充実と研修参加環境の整備

【研修の精選・充実】

・目的の達成や計画期間の終了に伴う廃止や統合により研修数を削減するとともに、

新規の立ち上げを必要最小限にとどめる。

・社会の変化に弾力的に対応し、日常の教育実践や新たな教育課題と結び付いた効

果的な研修内容となるようにする。

・研修の精選・充実に関する観点は以下のとおりである。

【研修参加環境の整備】

・教職員が研修に参加しやすい環境をつくるために、要請訪問・学校等支援研修を

はじめ、様々な研修の時期、場所、希望する内容や数、講演の聴講条件、公開講

座の内容などを改善する。

・総合教育センターの研修一覧、内容等を掲載した研修ガイドブックを広く配布す

るとともに、インターネット上での公開を充実させる。

・学校が各種研修を効果的に活用できるように、総合教育センター指導主事の学校

訪問等の機会に、積極的に情報提供を行う。

・優れた学習指導案について、校種・教科・単元ごとの収集に努め、教育総合ネッ

トワークシステムやインターネット等で公開する。また、総合教育センター等で

実施される研修で作成した資料及び効果的な校内研修等を展開している学校の事

例等についても、積極的に情報提供する。

・近隣の学校や校種を越えた学校の教職員が共に研修を進めることができる体制づ

くりを、関係行政機関や学校と連携して進める。

○静岡県の教職員の資質・能力の向上を図ること

○学校や教職員のニーズに応えること

○今日的課題等に応えること

○教職員が子どもと向き合う時間を確保すること



29

(3) 研修実績の活用

・経験段階別研修（初任者研修等）及び一部の特別研修（文部科学省主催研修等）

の研修履歴については、人事給与システムにおいて、一元的に管理を継続する。

なお、人事給与システムにおいて記録しない研修については、各研修実施機関で

その履歴を保管する。

・教職員が、自分の受けてきた研修内容や履歴を個別に記録し、その成果を今後の

研修計画に生かすための仕組みを研究する。

(4) 指導主事の育成

・研修を充実させるためには、研修を担う者の資質・能力の向上のためのシステム

を構築する必要がある。

・県教育委員会事務局、総合教育センター等の教育機関、市町教育委員会事務局の

それぞれに所属する指導主事を対象にした資質向上のための研修を検討する。

・各機関における指導主事育成のためのプログラムを改善・充実させるとともに、

共有できる内容については所属を越えた研修の実施を図る。

・充実期以降の各種研修の中で指導主事育成に係る研修内容を意図的に設定する。

・国の研修の活用、大学との交流などの充実を図ることを検討する。
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第４章 研修実施機関の連携・協働

１ 教職員研修企画調整委員会の役割

「静岡県教職員研修指針」に基づき、教職員の研修を円滑かつ効果的に運営すること

を目的に「静岡県教職員研修企画調整委員会」（教育長を委員長とする。）及び「静岡

県教職員研修企画調整委員会専門部会」（教育次長を部会長とする。）において、次の

事項について協議を行う。

(1) 教職員研修の企画及び調整

・次年度研修計画の検討及び調整

・新規研修事業の検討及び企画立案

・研修評価の実施及び結果の集計・分析

・本指針の改訂（注 10）に向けた見直し

(2) 「静岡県教職員研修指針」の進行管理

・静岡県教職員研修指針の研修計画への反映

(3) 市町教育委員会との連携・調整

・実態調査の実施、研修内容の調整、共同開催の検討、役割分担の検討

２ 指定都市教育委員会及び他の市町教育委員会、私立学校との連携・協働

県は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（注 11）により、指定都市教育委員

会及び他の市町教育委員会に対し、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。ま

た、県教育委員会は、知事部局の要請により私立学校に対し、学校教育に関する専門的

事項について助言又は援助を行うことができる。これらを踏まえ、研修についても連

携・協働を推進する。さらに、学校現場の多忙化軽減とＯＪＴの推進を図るため、県は

悉皆研修の精選に努めるが、指定都市教育委員会及び他の市町教育委員会主催の悉皆研

修についても、精選の働き掛けを行う。

(1) 指定都市（静岡市・浜松市）教育委員会

・指定都市である静岡市、浜松市における、市単独では研修成果が十分には得るこ

とができない研修については、今後も協議の上、協力する。なお、両市の研修体

制の整備状況に伴い、協力する研修数を減らしていく方向で検討する。

（注10）本指針の改訂…本指針の活用期間は、国の動向、「『有徳の人』づくりアクションプラ

ン」の見直しに対応したものとする。

（注11）地方教育行政の組織及び運営に関する法律…市町については、第48条、私立学校につ

いては、第27条の２による。
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・説明会・講習会等については、県からの必要な指導・助言・援助と位置付け、指

定都市教職員に積極的な参加を促す。

・効果的な研修についての情報交換を行い、将来的には、指定都市の研修にも県か

ら教職員が参加できるような環境整備を進める。

(2) 市町教育委員会

・指定都市以外の市町教育委員会においては、県教育委員会の研修をもとに、それ

ぞれの地域や学校の実態に応じた、その市町における重点課題について解決を図

るための研修を計画・実施する。

・沼津市・富士市の市立高等学校教員の研修については、指定都市と同様の手続き

を行い、今後も協力する。

・経験段階別研修等一部の研修は、市町教育委員会と連携して実施する。

・市町教育委員会が実施する研修と県で実施する研修の内容等が重複しないよう調

整を図る。

(3) 私立学校

・県教育委員会は、私学振興課及び私学協会と連携し調整を図りつつ、私立学校か

らの県主催の研修への参加を推進する。

３ 他の研修機関との連携・協働

(1) 高等教育機関との連携・協働

・教員の養成段階・採用段階・現職段階における資質・能力の向上を図るために、

教職大学院におけるカリキュラムや方策等について、大学と県教育委員会の間で

情報の共有化を図る。また、大学における効果的な免許状更新講習のプログラム

や講習方法等についても情報の共有化を図る。

・校内研修の講師として依頼できる大学教員等の情報を提供する「教職員研修にお

いて講義等が可能な大学教員等の一覧」については、学校や教職員のニーズに応

えていくことができるよう、定期的に更新し、県教育委員会のホームページ等で

学校に情報提供する。

(2) その他の機関との連携・協働

・県教育委員会は、今日的課題に的確に応える研修プログラムを実施するために、

必要な講演等について、ＮＰＯ、民間企業等から講師を招聘するほか、教職員が

異業種と交流を図る機会の設定などについての研究を進める。

・教育関係団体が実施する研修と県で実施する研修の内容等が重複しないよう調整

を図る。
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４ 研修実施機関相互の関係図

市町教育委員会

・県の施策や地域の実態を踏まえた研

修企画・計画・実施

・県教育委員会との連絡・調整

・教育関係団体等との連絡・調整

他の機関
・教育関係団体
・教育研究団体
・大学
・社会教育関係施設
・社会福祉施設
・民間企業
・ＮＰＯ等

指定都市（静

岡市・浜松市）

教育委員会

・市独自の研

修の実施

・県教育委員

会との連携

及び連絡・

調整

学校・教職員

・研修計画の立案

・研修評価の実施

県教育委員会

・研修の企画及び調整 ・教職員研修指針の進行管理

教 職 員 研 修 企 画 調 整 委 員 会

総合教育センター本庁各課・教育事務所
連絡
調整

連携
調整

情報交換
共同開催

連携
調整

連携
調整

情報交換

情報交換

情報交換

共同開催

研修参加
研修評価

研修参加
研修評価

研修参加
研修評価

情報提供
参加依頼

情報提供
参加依頼

情報提供
参加依頼

情報交換
研修の紹介など

私学協会・

私立学校

・県教育委

員 会 と の

連 携 及 び

連 絡 ・ 調

整

連携
調整

情報交換

・研修の企画・計画・実施

・地区・学校等への支援

・指定都市との連絡・調整

・研修内容・方法等の研究・開発

・個に応じた研修実施・支援

・市町教育委員会との連絡・調整

・学校への訪問指導

・研修参加環境の整備

・大学等との連携
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静岡県教職員研修指針の概要

「頼もしい教職員」

教育活動に深い理解と熱意を持ち、その職種の専門領域に精通するとと

もに、広い視野を備えて業務に取り組む、心身共に健全な教職員

○授業力

・魅力ある授業の実践

・学習指導

・教科指導

○生徒指導力

・生徒指導

・健康安全指導

・進路指導

○業務遂行力

・関係法令の遵守

・適切な事務処理

・確実な業務の遂行

○マネジメント力

・職務に応じて求められる企画・運営・改善・連携等(1)教職員人事評価制度、学校評価に対応した研修の充実

・職務遂行能力の向上を図る研修、評価者の評価能力向上を図る研修の

推進

(2)若手教職員の育成に重点を置いた研修の充実

・採用後10年間を育成期間とした次世代のリーダーとして学校運営を支

えることができる力を育成する研修の推進

(3)経験豊かな教職員に対する研修の充実

・指導技術を若手教職員に円滑に伝承し、学校運営への積極的な参加を

支援するための研修の推進

(4)学校や教職員に期待される役割の多様化に対応した研修の充実

・学校と家庭や地域社会との協力・連携を図る研修の推進

(5)今日的課題に対応した研修の充実

・国際化をはじめとする社会状況の変化、国や県の施策を踏まえた課題

に対応する研修の推進

・異業種との交流、コンプライアンスの徹底など、学校が抱える課題に

対応し、校内研修の質を高めるための研修の推進

授業力

生 徒
指導力

業 務

遂行力

第２章 教職員研修の基本的な考え方 第３章 教職員研修推進の方策

第４章 研修実施機関の連携・協働

１ 静岡県の教育課題

３ 静岡県の研修体系の変遷

１ 教職員に求められる基本的な資質・能力 １ 教職員に求められる力を育成するための研修改善

１ 教職員研修企画調整委員会の役割

２ 市町教育委員会、私立学校等との連携・協働

[静岡県の教育課題]

○「確かな学力」の育成

○社会性とモラルの育成

○健康な心と体の育成

[基本目標：『有徳の人』の育成]

―「有徳の人」とは ―

①自らの資質・能力を伸長し、個人として自立した人

②多様な生き方や価値観を認め、人との関わり合いを大切にする人

③社会の一員として、よりよい社会づくりに参画し、行動する人

[施策展開の基本的な考え方]

―縦の接続と横の連携で育む―

３ 研修体系の基本構想

[基本研修の改善・充実]

○経験段階別研修

職務を遂行する上で必要な基礎的素養や知識・技能の習得を図る研修

○職務別研修

職務を遂行する上で、必要な専門的知識・技能等の向上を図る研修

[専門研修の改善・充実]

○課題別研修

時代が求める新たな資質・能力を身に付ける研修

○基礎力向上を図る研修

自己の目標達成に向け、基礎的な知識・技能の確実な習得、振り返り

等による指導力の向上を目指す研修

○実践的指導力の発展を図る研修

習得した専門的な知識・技能の伸長、実践的指導力や課題解決力の向

上を目指す研修

[特別研修の改善・充実]

教職員を国内外の学校・研究機関・企業等に派遣するなどして、幅広

い識見や教養の育成を図る研修

[研修評価システムの活用]

○研修の目的と目標を明確に設定

○目標達成度及び内容満足度を把握し、研修内容等の改善・充実

[研修の精選・充実]

○静岡県の教職員の資質・能力の向上

○学校や教職員のニーズへの対応

○今日的課題等への対応

○教職員が子どもと向き合う時間の確保

[研修の課題]

○教職員のニーズ、今日的課題への対応

○自己研修、校内研修の支援体制強化

○専門的分野での知識・理解を持った機関との連携推進

２ 教職員研修の現状と課題

４ 研修改善の方向性

[昭和52年度] 「静岡県教職員研修総合計画」策定

[平成10年度] 「静岡県教職員研修指針」策定

研修の精選・体系化・一元化の推進等

[平成15年度] 「静岡県教職員研修指針」策定

教職員の資質・能力に応じたプログラムの改善等

２ 静岡県の「頼もしい教職員」に求める力

[いつの時代にも求められる資質・能力]

○教育者としての使命感、誇り、倫理観、意欲、教育的愛情、責任感

○人間の成長、発達についての深い理解、同僚性を高める対人関係能力

○学習指導、生徒指導等に関する専門的知識や技能及び実践的指導力等

[時代の変化に的確に対応できる資質・能力]

○社会状況や子どもの変化等に積極的・主体的に対応し、課題を解決してい

く力、教育の最新事情に関する理解

○時代の進展に応じて、新たに身に付けるべき知識や技能等

２ 効果的な研修の取組

○教職員研修の企画・運営、教職員研修の改善に向けた進行管理

○市町教育委員会との連携・調整

○高等教育機関との情報の共有化、大学教員の講師派遣

○県と教育関係団体等が実施する研修内容の調整

３ 他の研修機関との連携・協働

○指定都市教職員の県主催研修への参加

○県と市町が実施する研修内容の調整

○私立学校教職員の県主催研修への参加

第１章 新たな教職員研修指針策定の背景

マ ネ ジ メ ン ト 力

基礎期 向上期 充実期 発展期 深化期 熟練期
１年～ ６年～ 11年～ 19年～ 26年～ 32年～

経験
段階

教 職 員 人 事 評 価 制 度 、 学 校 評 価 の 活 用

自 主 的 ・ 主 体 的 な 自 己 研 修 ・ 校 内 研 修 の 推 進

経 験
段階別
研 修

５年経験者に

対す る 研修

初任者に
対す る
研 修

職務別

研 修

特 別 研 修

実践的指導力の発展を図る研修

専

門

研

修

課 題 別 研 修

基 礎 力 向 上を 図 る 研 修基

本

研

修

新規採用
予定者に
対する研修

若 手 育 成 の 研 修

経験豊かな教職員に対する研修

管 理 職 研 修

各種主任研修・職に応じた行政職員研修

10年経験者に

対する 研修
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